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試験研究に利用する下水汚泥の提供に関する実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、中讃流域下水道の施設で発生した下水汚泥について、試験研究を目的とし

て利用する者に提供することに関して、必要な事項を定めるものとする。 

 

（汚泥の種類） 

第２条 試験研究のために利用しようとする者に提供する下水汚泥（以下「汚泥」という。）は、

次のとおりとする。 

（１）大束川浄化センターで発生した有機汚泥（脱水汚泥） 

（２）金倉川浄化センターで発生した有機汚泥（脱水汚泥） 

 

（提供の要件） 

第３条 前条に定める汚泥は、次の各号の全てに該当する場合に提供するものとする。 

（１）汚泥の提供に当たって、浄化センターの業務に支障を及ぼすおそれが無いこと。 

（２）学術研究又は処理施設の整備、処理技術の改良などを目的とするものであり、営利を目的

とするものではないこと。 

（３）汚泥の利用に当たって、試験研究を行う施設の所在地において産業廃棄物を所管する行政

機関の確認を受けていること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77号)第２条第２号に規

定する暴力団若しくは同条第６号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者で

ないこと。 

 

（提供の手続き） 

第４条 汚泥の提供を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、提供開始日の 10日前（そ

の日が閉庁日に当たる場合は、直前の開庁日とする。以下同じ。）までに下水汚泥提供申請書（様

式第１号）を香川県（以下「県」という。）へ提出するものとする。 

２ 前項の場合において、前条第３号の規定による確認を受けている項目については、その内容

が分かる書類を添付することにより、記載を省略することができる。 

３ 県は、第１項の申請内容が第３条の要件を満たすと認められる場合は、下水汚泥提供承諾書

（様式２号）により申請者に通知するものとする。 

４ 前項の承諾を受けた申請者は、事前に汚泥を受け取る日時、採取及び運搬の方法等について

汚泥を提供する浄化センターと協議するとともに、当該浄化センター職員の立ち会いの下で作

業を行うものとする。 

 

（変更の手続き） 

第５条 申請者は、前条の申請内容を変更しようとするときは、10 日前までに下水汚泥提供変更

申請書（様式第３号）を県へ提出するものとする。 

２ 前条第２項から第４項までの規定は、前項の手続きにおいて、準用する。 
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（提供の中止） 

第６条 県は、次の各号のいずれかに該当する場合は、汚泥の提供を中止することができる。 

（１）第３条に定める要件を満たさなくなったと認められるとき。 

（２）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）などの関係法令に違反して

いるおそれがあると認められるとき。 

（３）作業時の安全確保など、県及び浄化センターによる必要な指示に従わないとき。 

（４）やむを得ない理由により汚泥を提供できなくなったとき。 

（５）前各号に定めるもののほか、汚泥を提供することが適当でないと認められるとき。 

 

（費用負担） 

第７条 汚泥の提供は無償とする。ただし、汚泥の採取及び運搬等に要する費用は、申請者が負

担するものとする。 

 

（損害賠償） 

第８条 県は、第６条の規定に基づき汚泥の提供を中止したことによって生じた損害について、

責任を負わない。 

２ 前項の規定は、採取、運搬、利用等に当たって、第三者に損害を与えたときに準用し、申請

者がその責任を負うものとする。ただし、申請者の責めに帰すべき理由によらない場合は、こ

の限りでない。 

 

（結果の報告及び公表） 

第９条 申請者は、提供された汚泥を使った試験研究の結果を県に報告するものとする。 

２ 前項の結果を公表しようとするときは、その内容について事前に県と協議するものとする。 

 

(電子情報処理組織を使用して行う手続の特例) 

第 10 条 第５条の規定による申請は、電子情報処理組織(県の使用に係る電子計算機(入出力装置

を含む。以下同じ。)と申請する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情

報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。 

２ 前項の規定により行われる申請については、香川県行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する規則(平成 16年香川県規則第 73号)の例による。 

 

(事務処理) 

第 11 条 汚泥の提供の申請及び承諾に関する事務は、香川県土木部下水道課において処理する。 

 

(補則) 

第 12 条 この要領に定めるもののほか、汚泥の提供に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要領は、令和５年９月 10日から施行する。 



様式第１号（第４条関係） 
  年  月  日 

 
香川県土木部下水道課長 殿 

申請者 
所 在 地 

      商号又は名称 
      代表 者氏 名 
 

下水汚泥提供申請書 
 
 中讃流域下水道 の汚泥を試験研究に利用したいので、下記のとおり

申請します。 
 

記 
 
１ 利用目的 
   
 
２ 汚泥採取予定 
（１）採 取 期 間   年  月  日～    年  月  日 
（２）採取予定量 １回当たり約  キログラム 
 
３ 試験などの要領 
（１）使用予定日   年  月  日～    年  月  日 
（２）使 用 場 所 （施設名、所在地等） 
（３）試験研究手順  
 
４ 試験研究後の汚泥等の処理方法 
   
 
５ 試験研究に関する連絡先、責任者及び組織体制 
   
 
（注）１ 営利を目的としていない試験研究であること。 
   ２ 汚泥の提供に当たって、当該浄化センターの業務に支障を及ぼすおそれが無いこと。 
   ３ 汚泥の採取及び運搬等に要する費用は、申請者が負担すること。 
   ４ 参考となる資料があれば添付すること。 
 

※試験研究を行う施設の所在地で産業廃棄物を所管する行政機関の確認を受けている場合は、そ

の内容が分かる書類の写しを添付することで、上記申請項目の記載を一部省略できます。 

大束川浄化センター 
金倉川浄化センター 



様式第２号（第４条関係） 

番     号  
年  月  日  

 
（商号又は名称） 

（代表 者氏 名）    様 

 
   香川県土木部下水道課長  

 

下水汚泥提供承諾書 
 

年  月  日付けで申請のあった中讃流域下水道（施設名）の汚泥採取について、試験

研究に利用する下水汚泥の提供に関する実施要領（以下「要領」という。）第３条の要件を満たす

と認められるので、お知らせします。 
なお、下水汚泥（以下「汚泥」という。）の具体的な受渡方法は、（施設名）と協議し、職員の指

示に従って作業を行ってください。 

 

記 

 

１ 主な留意事項 

（１）提供を受けた汚泥の利用に当たっては、周囲の環境に十分配慮してください。 

（２）維持管理上の都合などで汚泥の提供を中止したために生じた損害について、県はその責め

を負いません。汚泥の採取、運搬、利用等に当たって、第三者に損害を与えたときも同様で

す。 

（３）汚泥の提供は、県が実施・検討している下水汚泥の再生利用と直接関係するものではあり

ません。 

（４）汚泥には、微量の重金属などが含まれており、これらの濃度は、流入水や処理の状況によ

って変化しますが、県は何らの保証を行うものではありません。 

 

２ その他 

（１）申請内容を変更しようとするときは、10日前までに下水汚泥提供変更申請書（様式第３号）

を提出してください。 

（２）試験研究の結果を県に報告し、その結果を公表しようとするときは、内容について事前に

県と協議していただきますようお願いします。 



様式第３号（第４条関係） 
  年  月  日 

 
香川県土木部下水道課長 殿 

申請者 
所 在 地 

      商号又は名称 
      代表 者氏 名 
 

下水汚泥提供変更申請書 
 
   年  月  日付けで申請した中讃流域下水道（施設名）の汚泥採取について、その内容

を変更したいので、下記のとおり申請します。 
 

記 
 
１ 変更理由 
   
 
２ 変更時期 
   年  月  日 
 
３ 変更内容 
（１）利用目的 
 
（２）汚泥採取予定 
 
（３）試験などの要領 
 
（４）試験研究後の汚泥等の処理方法 
 
（５）試験研究に関する連絡先、責任者及び組織体制 
   
（６）その他 
 
４ 参考資料 
 
 
 
※この申請書は、内容を変更しようとする日の 10日前（その日が閉庁日の場合は、直前の開庁日）

までに提出してください。 


